
                                                                                                                             

日  時：平成２８年２月１６日（火）午後１時３０分～午後４時３０分 

場  所：佐治町総合支所２階第１会議室 

 

[出席委員]  １１名 

 ・上田喜清・福安修・岡村裕司・井上洋美・谷上雄亮・金田洋子・杉本淑子・谷口由紀子 

・井上明男・福安道則・谷口勝男 

 

 [事務局]   ９名 

 支所長 小谷繁喜、地域振興課長 竹本康宏、産業建設課長 川西仁志、 

市民福祉課長 徳永努 、地域振興課課長補佐 谷上右近   

 

◎会議次第 

 

（１） 協議事項 

  ① 鳥取市公共施設再配置基本計画（仮称）の作成について 

    

（２）報告・情報提供事項 

① 佐治町内の市有公共施設等あり方や方向性案について 

② 「どぶろく」製造に係る現在の状況について 

③ 任期満了に伴う地区公民館長の推薦について 

 

（３） その他  

 

   次回の開催について 

 

（会長） 

  事務局、日程に従い協議事項①から順に説明してください。 

 

［鳥取市公共施設再配置基本計画（仮称）の作成について］ 

 

（事務局） 

   資料に基づき竹本地域振興課長が説明。  

 

（委員） 

  借地検討と記載してある部分を説明して下さい。 

 

 (事務局) 

  借地検討と記載してある建築物の土地は借地であり、解消に向けた検討が必要であるとの 
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意味です。 

 

（委員） 

  ４３ページの体験農園管理棟とはどこの施設ですか。   

 

（事務局） 

  さじアストロパーク近くのキラット工房の事です。 

 

（委員） 

  ４６ページの山王谷キャンプ場とたんぽり荘は一体の施設として検討する必要があると思 

います。 

 

（事務局） 

  おっしゃるとおり建物と施設等一体的に検討すべきと考えています。 

 

（委員） 

  各集落の公民館の取扱いはどうなりますか。 

 

（事務局） 

  所有区分は鳥取市となっていますが実質的には地元が維持管理しています。上限はありま 

すが市で修繕し、年次的に地元へ譲渡していく方針です。 

 

［報告・情報提供事項］ 

 

〔佐治町内の市有公共施設等のあり方や方向性案について〕 

 

  資料２に基づき竹本地域振興課長が説明 

  先程協議事項で説明しました公共施設再配置基本計画とは一致しない点もありますが 

  佐治町内の公共施設について委員会の中で検討を重ねて頂いた施設の方向性の案を取りま

とめたものです。現時点での佐治地域としての考え方であり、市としての決定事項ではあ

りません。   

  ３月の市報折り込みで方向性案を佐治町全戸に配布し、意見やコメントを求めます。 

 

〔どぶろく製造に係る現在の状況について〕 

 

  資料３に基づき竹本地域振興課長が説明 

  平成２８年２月の中旬頃にどぶろくの名称が正式に決定されます。 

  ４月下旬に予定しているたんぽり春まつりで参加者の皆さんへ初披露されます。 

 

 



〔任期満了に伴う地区公民館長の推薦について〕 

 

  竹本地域振興課長が説明 

  自治連の定例会で協議し、ご本人からもご承諾いただいておりますので現職の奥田哲実館

長を推薦することに決定しましたのでご報告します。継続です。 

 

〔その他〕 

  

〔報告・情報提供についての質疑〕 

 

（委員） 

  地元の集会所についての質問です。 

  一定の修繕費を付すとありますが金額はいくらですか。    

 

（事務局） 

  譲渡する際に３０万円を上限として修繕できますが、備品購入は対象になりませんので 

  ご理解ください。 

   

（委員） 

  譲渡期間までにまだ期間がある場合、例えばトタンや雨とい等の緊急を要する修繕は 

  どうなりますか 

（事務局） 

  原則として地元負担ですがケースバイケースであり、協議が必要となります。 

 

（委員） 

  財産区所有の山林の立木を処分し、各集落の公共的な事業の負担金等として充当できない 

  のですか。   

 

（事務局） 

  財産区の財産の管理及び処分に関する条例の第３条第１号には住民の福祉を増進すると認 

める事業に要する費用と記載してあります。佐治支所としましても担当課に「住民の福祉 

を増進すると認める事業」とはとお尋ねしているところですが具体的な回答はいただいて 

いません。現時点では財産区の財産の状況（佐治町の場合はほとんど山林に用材林を植栽 

している。）の機能を確保する費用には充当できるとの事です。 

  今後、更に充当できる事業の研究等を行う必要があると考えています。 

 

（会長） 

  平成２８年２月９日に開催されました第２回地域振興会議会長会の概要について説明 

  どぶろくの製造に係る現在の状況を説明 

 



佐治、用瀬、河原３町が一体となり、デジタル移行後も何らかの方法で行政情報の提供を

してもらうよう請願する必要があると思います。 

 

（会長）   

   その他について他に意見はありませんか。 

無いようです。では、次回は平成２８年４月上旬から中旬にかけて実施します。 

日時につきましては事務局と日程調整し、早急に委員へ連絡します。 

 

 ＊委員全員・事務局・・・・・・・・・承諾 

 

（副会長） 

   閉会のあいさつ後 

以上で第８回佐治地域振興会議を閉会します。 


